
タクシー運賃改定のお知らせ 

 
いつもタクシーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

タクシー運賃及び料金を次のとおり改定し、１０月２５日（水）から実施させて

いただきますので、謹んでお知らせいたします。 

 なお、この運賃改定を機会にお客様へのサービス向上に一層の努力をして参りた

いと存じますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

  
１．距離制運賃 

車 種 初 乗 運 賃 加 算 運 賃 
普 通 車 １．５ｋｍまで ８１０円 ２４６ｍまでごとに ８０円 
大 型 車 １．５ｋｍまで ９００円 １８４ｍまでごとに ９０円 
特定大型車 １．５ｋｍまで ９７０円 １７５ｍまでごとに ９０円 

 

２．時間距離併用制運賃及び待料金 

車 種 時間距離併用制運賃 
(時速 10km 以下の運行時間について) 待 料 金 

普 通 車 １分３０秒までごとに ８０円 １分３０秒までごとに ８０円 
大 型 車 １分１０秒までごとに ９０円 １分１０秒までごとに ９０円 
特定大型車 １分 ５秒までごとに ９０円 １分 ５秒までごとに ９０円 

 

３．時間制運賃 

車 種 時間制運賃 
(３０分までごとに) 時間制運賃は、あらかじめ営業所等におい

て特約した場合に限り適用します。お客様と

乗務員との間での直接契約はできませんの

で、ご理解のほどお願い申し上げます。 

普 通 車 ２，５５０円 
大 型 車 ３，６３０円 
特定大型車 ３，７５０円 

 

４．運賃の割増 

深夜早朝割増（２２時から５時までの運行について） ２割増 
 

５．運賃の割引 

・障害者割引（身体・知的・精神）１割引 ※手帳を提示いただいた場合。 

・運転免許証返納割引１割引（令和７年３月末まで(予定)は、佐賀県高齢者運転免

許証返納事業割引を加え２割引） ※運転経歴証明書を提示いただいた場合。 
（注）障害者割引と運転免許証返納割引の重複割引はできません。  

・遠距離割引 普通車は９，０００円、大型車及び特定大型車は１５，０００円を 
超える部分について１割引 

 



タクシー運賃改定のお知らせ 

 
いつもタクシーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

タクシー運賃及び料金を次のとおり改定し、１０月２５日（水）から実施させて

いただきますので、謹んでお知らせいたします。 

 なお、この運賃改定を機会にお客様へのサービス向上に一層の努力をして参りた

いと存じますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

  
１．距離制運賃 

車 種 初 乗 運 賃 加 算 運 賃 
普 通 車 1，００８ｍまで   ６５０円 ２４６ｍまでごとに ８０円 
大 型 車 １．５ｋｍまで ９００円 １８４ｍまでごとに ９０円 
特定大型車 １．５ｋｍまで ９７０円 １７５ｍまでごとに ９０円 

 

２．時間距離併用制運賃及び待料金 

車 種 時間距離併用制運賃 
(時速 10km 以下の運行時間について) 待 料 金 

普 通 車 １分３０秒までごとに ８０円 １分３０秒までごとに ８０円 
大 型 車 １分１０秒までごとに ９０円 １分１０秒までごとに ９０円 
特定大型車 １分 ５秒までごとに ９０円 １分 ５秒までごとに ９０円 

 

３．時間制運賃 

車 種 時間制運賃 
(３０分までごとに) 時間制運賃は、あらかじめ営業所等におい

て特約した場合に限り適用します。お客様と

乗務員との間での直接契約はできませんの

で、ご理解のほどお願い申し上げます。 

普 通 車 ２，５５０円 
大 型 車 ３，６３０円 
特定大型車 ３，７５０円 

 

４．運賃の割増 

深夜早朝割増（２２時から５時までの運行について） ２割増 
 

５．運賃の割引 

・障害者割引（身体・知的・精神）１割引 ※手帳を提示いただいた場合。 

・運転免許証返納割引１割引（令和７年３月末まで(予定)は、佐賀県高齢者運転免

許証返納事業割引を加え２割引） ※運転経歴証明書を提示いただいた場合。 
（注）障害者割引と運転免許証返納割引の重複割引はできません。  

・遠距離割引 普通車は９，０００円、大型車及び特定大型車は１５，０００円を 
超える部分について１割引 
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